
新たに７事業を開始

• 岩見沢市強靱化計画の策定に伴い、新たに以下の7つの取組を事業化した。
1. 民間住宅に係る耐震改修等の助成制度を拡充し、ブロック塀等の耐震診断、耐震改修（除却・新設・改修）を助成対象に追加
2. 災害現場の「見える化」に向けた資機材の計画的な整備
3. 災害時の機動力や電源の確保対策として、公用自動車に電気自動車等を導入
4. 指定避難所における非常用電源設備の整備や、地域の会館等への発電機等の配備
5. 罹災証明の発行を速やかに行うための「被災者生活再建システム」の導入
6. 在宅で医療機器を使用する障がい者等に対する非常用電源装置等の購入助成制度の創設
7. 「災害廃棄物処理計画」の策定

新たに事業化した事例の背景・経緯

• 策定当初の構想には上記3,4の電源対策に関する取組は含まれていなかったが、策定を進めている期間に発生した「北海道胆振東部
地震」での経験を踏まえ、追加することとした。

• また、地域計画では、「大阪府北部地震におけるブロック塀の倒壊事故を踏まえた対策」、「北海道胆振東部地震におけるブラッ
クアウト発生の教訓を踏まえた対策」、「災害の現場の「見える化」の実現」などを明記し、新規事業の実施に向けた根拠とした。

• 新たに発生した災害等の教訓を踏まえて、脆弱性の評価（施策の現状分析・評価等）を実施したことで、国土強靱化に必要な施策
を効率的、効果的な実施につながったことから、国土強靱化を推進する上で意義のあるプロセスとなった。

実現した取組

• 事業化した災害現場の「見える化」については、令和元年度に無人航空機（ドローン）を２台導入、災害時の機動力や電源の確保
対策については、令和元年度にプラグインハイブリッド自動車（PHEV）を１台導入、令和元年度に拠点となる避難所のうち３施設
に非常用電源設備を整備するとともに、非常用電源設備の整備等については、避難所のうち９施設にポータブル発電機を配備、町
会等には86台のポータブル発電機を貸与した。

• 建設を進めてきた文化交流施設の供用開始（令和３年１月）により、拠点となる避難所すべての電源対策を完了した。
• 災害により生活基盤に著しい被害を受けた住民が早期に生活再建を進めることができるように、罹災証明の発行を速やかに行うた
めの被災者生活再建システムを導入した。

〔参考〕策定団体の例（脆弱性評価を踏まえた施策の整理と事業化）【北海道岩見沢市】



（在宅で医療機器を使用する障がい者等に対する非常用電源装置等の購入助成制度）


